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‥‥‥【 お知らせメニュー 】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

１．ついに扉を開いた！会員と共に訴え続けた更新制廃止と研修制度見直しへ 

  当協会より更新制の廃止と、研修受講の義務の切り離しを求める 

  ―第 127 回社会保障審議会介護保険部会に意見書を提出 

２．「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」 

   見守り新鮮情報 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

 

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

【１】ついに扉を開いた！会員と共に訴え続けた更新制廃止と研修制度見直しへ 

   当協会より更新制の廃止と、研修受講の義務の切り離しを求める 

   ―第 127 回社会保障審議会介護保険部会に意見書を提出 

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

 

□本日（10 月 27 日）開催された第 127 回会合では、質の高いケアマネジメントの推  

 進として、ケアマネジャーの資格要件の見直しや、業務の在り方の整理、更新制・ 

 法定研修の見直し等が論点としてあげられました。 

□厚生労働省からは、更新制・法定研修の見直しについて、以前より当協会が強く 

 主張している資格の更新制の廃止や、一定期間（５年間等）での分割受講などが 

 検討の方向性として提案されました。 

□さらに、更新制を廃止した場合でも、専門職として新たな知識と技能の修得に継 

 続的に取り組んでいくことの重要性は変わらないため、定期的な研修の受講を行 

 うことを求めることが適当であること、ケアマネジャーを雇用する事業者に対し 

 ても、従事するケアマネジャーが研修を受けられるよう、必要な配慮を求めるほ 

 か、現行制度における履行確保の仕組みも踏まえて、ケアマネジャー本人への必 

 要な措置を講ずるとする考えも示されました。 

□委員である当協会の小林広美副会⾧は、改めて「更新制の廃止と研修受講の義務 

 の切り離し」を強く求めました。同会合には、当協会から「介護支援専門員の更 

 新制・研修制度の見直しに関する意見書」も提出しました。 

□議論の詳細につきましては、後日配信するメールマガジンにてお知らせいたします。 

 



‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

▽▼資料はこちらから（厚生労働省ホームページ） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html 

 

今回、議論をする上での根拠資料として、当協会の情報収集システムモニター調査 

で実施した「介護支援専門員の法定研修に関する実態調査」の結果も活用されまし  

た！（資料２・14 ページ参照） 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
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【２】「高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」 

    見守り新鮮情報 

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  

 

□見守り新鮮情報 523 号： 

 無料動画を観ていたらいきなり有料登録に！ 

 https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen523.pdf 

 （リーフレット PDF) 

□見守り新鮮情報 524 号： 

 利用明細は必ず確認！意図せぬリボ払いに注意 

 https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen524.pdf 

 （リーフレット PDF) 

□その他、「見守り新鮮情報」はこちらから！！ 

 ⇒https://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html 

 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください 

 （消費者ホットライン 188）。 

□当協会は、高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会 

 構成団体です。 

 

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

 現在募集中の研修等（詳細はリンク先をご確認ください、一部、要ログイン）  

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

□第 19 回日本介護支援専門員協会 20 周年記念全国大会 

 https://www.jcma.or.jp/?p=787043 

 スペシャルスポンサー 

 パラマウントベッド株式会社 https://www.paramount.co.jp/ 



 株式会社最中屋 https://monakaya.com/  

 

 当日参加も可能です。会場へのお越しをお待ちしております！ 

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

【広告】認定資格「伴走型支援士」取得の 1st Step「伴走型支援基礎講座」 

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 

深刻化する「社会的孤立」に対応するために“つながり続けること”を目的とした 

支援として生まれた「伴走型支援」。そしてその支援者の認定資格とされる「伴走 

型支援士」。 

NPO 法人・ホームレス支援全国ネットワークが 2012 年 3 月より認定する民間資格で、 

１千人を超える支援士が誕生しており、2022 年度から、日本伴走型支援協会に認定 

を引き継がれた本資格取得のための 1st Step となる講座「伴走型支援基礎講座」を 

日本福祉大学は、日本伴走型支援協会と連携・協力のもと開講しています。 

本講座を修了し、日本伴走型支援協会が主催するスクーリングを受講すると「伴走 

型支援士」として認定されます。 

みなさまもぜひ“つながり続ける“伴走型支援士として活躍しませんか？ 

詳細はホームページから！ 

https://www.n-fukushi.ac.jp/recurrent/fukutasu/bansoushien/ 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

□ご登録アドレスについて 

・メールアドレスの変更等、会員情報に関しては下記ページにて承っております。 

 （会員専用 My ページ＞会員情報の変更） 

 https://www.jcma.or.jp/?page_id=28 

・配信先をスマートフォンや携帯電話、パソコンのメールアドレスに設定する等、 

 受信する環境によって使い分けていただくことを推奨します。 

・システムの都合上、同じメールアドレスで複数の方が登録されている場合、ご登 

 録いただいた人数分が配信されてしまいます。できましたら、個人アドレスへの 

 変更をお願いします。 

□メールマガジンについて 

・メールマガジンのバックナンバーは、ホームページの会員専用 My ページに掲載 

 しています。 

・メールのレイアウトが崩れて見える場合は「MS ゴシック」や「Osaka 等幅」など 

 等幅フォントでご覧ください。 

・本メールの送信アドレスに、返信やお問い合わせを頂いてもご返答することがで 

 きません。ご不明な点・ご質問などございましたら、下記お問い合わせ先までご 



 連絡ください。 

****************************************************** 

発行：一般社団法人日本介護支援専門員協会 

メール info@jcma.or.jp 

ホームページ http://www.jcma.or.jp 

Facebook ページ https://www.facebook.com/caremanager.japan/ 

〒101－0052 東京都千代田区神田小川町 1 丁目 11 番地 金子ビル２階 
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◆個人情報保護方針について 

 https://www.jcma.or.jp/?p=5291 
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